
平成20年４月25日発行 （8）市　議　会　だ　よ　り

市議会だよりは再生紙を使用しています

　
今
定
例
会
の
最
終
日
、
『
市
庁

舎
建
設
に
か
か
わ
る
諸
問
題
に
つ

い
て
』
（
付
議
事
件
一
、
現
市
庁

舎
の
現
状
に
つ
い
て
　
二
、
市
庁

舎
の
機
能
に
つ
い
て
　
三
、
市
庁

舎
の
建
設
位
置
と
周
辺
対
策
に
つ

い
て
　
四
、
市
庁
舎
建
設
事
業
に

か
か
わ
る
経
費
に
つ
い
て
　
五
、

そ
の
他
）
審
議
方
動
議
が
提
出
さ

れ
ま
し
た
。
審
議
の
結
果
、
『
市

庁
舎
建
設
特
別
委
員
会
』
を
設
置

し
、
「
継
続
審
査
」
と
し
て
今
後

引
き
続
き
審
査
し
て
い
く
こ
と
に

決
定
し
ま
し
た
。

　
動
議
の
提
案
理
由
は
、
「
昨
年
、

九
月
定
例
会
に
お
け
る
一
般
質
問

で
の
市
長
の
市
役
所
移
転
発
言
は
、

新
聞
紙
上
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
以

降
、
市
民
を
始
め
議
会
と
し
て
も

大
き
な
関
心
事
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。
市
役
所
の
位
置
決
定
は
、
地

方
自
治
法
第
四
条
に
出
席
議
員
の

三
分
の
二
以
上
の
同
意
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
最
も
重
要
と
さ
れ
る
案

件
で
、
市
役
所
の
位
置
は
都
市
形

成
の
大
き
な
要
素
で
あ
り
、
本
市

の
街
づ
く
り
や
地
域
経
済
に
も
及

ぶ
大
き
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。
市

民
の
負
託
を
受
け
た
議
会
と
い
た

し
ま
し
て
、
本
特
別
委
員
会
を
設

置
し
、
執
行
部
と
共
に
論
議
を
重

ね
て
い
く
こ
と
は
、
議
会
の
姿
勢

と
し
て
有
意
義
な
こ
と
と
考
え
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。
」
と
い
う
も

の
で
す
。
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本
会
議
開
会
前
に
議
場
コ
ン
サ

ー
ト
を
開
催
し
ま
し
た
。
今
回
は
、

市
内
在
住
の
サ
ク
ソ
フ
ォ
ン
奏
者

で
あ
る
中
川
美
保
さ
ん
、
伴
奏
の

阿
部
由
紀
子
さ
ん
に
よ
り
、
エ
ル

ガ
ー
作
曲
「
愛
の
あ
い
さ
つ
」
ほ

か
三
曲
の
演
奏
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
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発
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川
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「
市
議
会
だ
よ
り
を
見
た
」
と

紙
面
を
見
た
方
か
ら
話
を
聞
く
機

会
が
あ
り
ま
し
た
。
記
事
を
き
っ

か
け
と
し
て
、
議
会
が
少
し
身
近

に
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
嬉
し
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
見
や

す
く
分
か
り
や
す
い
紙
面
づ
く
り

に
心
が
け
、
特
集
記
事
な
ど
で
、

よ
り
多
く
の
み
な
さ
ん
に
関
心
を

も
た
れ
る

紙
面
を
目

指
し
ま
す
。

市議会からのお願い

公職選挙法により議員の寄附行為

は禁止されております。市民の皆

様方のご理解、ご協力の程を宜し

くお願い致します。

市
庁
舎
建
設
特
別
委
員
会

第

２

回

臨

時

会

か

ら

専
決
処
分
の
承
認
、
条
例
の
一
部
改
正
の
二
件
を
審
議

　
平
成
二
十
年
川
越
市
議
会
第
二

回
臨
時
会
は
、
四
月
十
五
日
開
会

さ
れ
、
議
案
二
件
を
審
議
し
、
同

日
閉
会
し
ま
し
た
。

▽
　
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
　
　
　
ー
承
認
ー

　
内
容
は
、
四
月
一
日
よ
り
七
十

歳
か
ら
七
十
四
歳
ま
で
の
高
齢
者

の
医
療
に
係
る
一
部
負
担
金
の
軽

減
特
例
措
置
が
行
な
わ
れ
た
た
め
、

川
越
市
老
人
医
療
費
の
支
給
に
関

す
る
条
例
、
川
越
市
重
度
心
身
障

害
者
医
療
費
支
給
に
関
す
る
条
例

及
び
川
越
市
ひ
と
り
親
家
庭
等
医

療
費
支
給
条
例
に
つ
い
て
、
適
正

な
医
療
費
の
支
給
等
を
行
う
た
め

の
所
要
の
改
正
を
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
戸
籍
法
関
係
手
数
料

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
ー
原
案
可
決
ー

　
内
容
は
、
戸
籍
法
の
一
部
改
正

に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
手
数
料

の
標
準
に
関
す
る
政
令
が
一
部
改

正
さ
れ
た
た
め
、
手
数
料
を
徴
収

す
る
事
務
に
係
る
規
定
の
整
備
を

す
る
も
の
で
、
五
月
一
日
よ
り
施

行
と
な
り
ま
す
。


